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7月 （文月） JULY

21日・海の日

パブリック・コメント（意見公募）の略。行政機
関が政省令や通達などを制定する場合、内容
案を事前に公表し広く国民から意見を募集す
ること。平成17年の行政手続法の改正で手続き
が新設されました。最近の国税関係では、「法
人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取
扱い」が、パブコメ後に通達化されています。

国　税／6月分源泉所得税の納付 7月10日

国　税／納期の特例を受けた源泉所得税（1月～6月分）の納付

7月10日

国　税／所得税予定納税額の減額承認申請 7月15日

国　税／所得税予定納税額第1期分の納付 7月31日

国　税／5月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

7月31日

国　税／11月決算法人の中間申告 7月31日

国　税／8月、11月、2月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合）7月31日

地方税／固定資産税（都市計画税）第2期分の納付

市町村の条例で定める日

労　務／社会保険の報酬月額算定基礎届 7月10日

労　務／障害者・高齢者・外国人雇用状況報告

7月15日

労　務／労働者死傷病報告（4月～6月分）7月31日

パブコメ

7 月 の 税 務 と 労 務
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１
　
中
小
企
業
の
経
営
承
継
の
円
滑
化

（
１
）
方
向
性

日
本
の
経
済
の
基
盤
と
な
る
べ
き
中

小
企
業
の
経
営
承
継
は
、
雇
用
の
確
保

や
地
域
経
済
活
力
の
維
持
の
観
点
か
ら

極
め
て
重
要
で
あ
る
た
め
、
総
合
的
な

支
援
策
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、「
中
小
企
業
に
お
け
る

経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」

（
経
営
承
継
円
滑
化
法
）
が
平
成
二
十
年

十
月
に
施
行
さ
れ
る
予
定
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
一
環
と
し
て
税
制
面

で
は
、
事
業
承
継
に
関
す
る
相
続
税
の

特
例
措
置
の
大
幅
な
拡
充
が
急
務
で
あ

る
と
し
て
、
平
成
二
十
一
年
度
の
税
制

改
正
に
お
い
て
、
事
業
の
後
継
者
を
対

象
と
し
た
取
引
相
場
の
な
い
株
式
等
に

係
る
相
続
税
の
納
税
猶
予
制
度
が
創
設

さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
て
、
こ

の
制
度
は
経
営
承
継
円
滑
化
法
施
行
日

以
後
の
相
続
に
遡
っ
て
適
用
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

（
２
）
経
営
承
継
円
滑
化
法

中
小
企
業
の
円
滑
な
経
営
承
継
を
図

る
た
め
に
は
、
①
民
法
上
の
遺
留
分
に

よ
る
制
約
、
②
代
表
者
交
替
に
よ
る
信

用
不
安
、
③
自
社
株
式
等
に
係
る
多
額

の
相
続
税
負
担
の
三
点
が
課
題
と
な
っ

て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
を
解
決
す
る
た
め
の
対
策
と

し
て
、
図
表
１
の
よ
う
に
、
中
小
企
業

の
経
営
承
継
円
滑
化
法
に
お
い
て
、
遺

留
分
に
関
す
る
民
法
の
特
例
、
金
融
支

援
、
相
続
の
特
例
の
適
用
要
件
を
定
め

る
等
の
措
置
が
図
ら
れ
ま
す
。

7月号 2

事
業
承
継
税
制 

相
続
税
法
改
正 

の
要
点 
経
営
承
継 

円
滑
化
法 

と 図表1　経営承継円滑化法の施策 

民
法
の
特
例 
金
融
支
援 

課
税
の
特
例 

一定の手続きを経て次の2つの民法上の特例 

① 贈与株式等を遺留分算定基礎財産から 
　 除外できる 

② 贈与株式等の評価額を予め固定化できる 

経営の円滑な承継のための資金融資制度 

中小企業信用保険法の特例 

日本政策金融公庫法の特例 

租税特別措置法 

取引相場のない株式等の納税猶予制度 

今後のスケジュール 

平成19年 平成21年 
 
平成20年 
1月 10月 12月 1月 3月 12月 

平
成
20
年
度
税
制
改
正
大
綱 

平
成
21
年
度
税
制
改
正
大
綱 

通
常
国
会 

経営承継 
円滑化法案提出 

自社株 
10%減額措置 

法定相続分 
課税方式 

平成21年度 
税制改正法案成立 

遡及適用 

自社株納税 
猶予 

遺産取得 
課税方式 

施行 

※経済産業大臣のチェック 



２
　
取
引
相
場
の
な
い
株
式
等
に
係
る

相
続
税
の
納
税
猶
予
制
度
の
創
設

後
継
者
が
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取

得
し
た
自
社
株
式
（
発
行
済
議
決
権
株

式
総
数
の
三
分
の
二
が
限
度
）
の
八

〇
％
に
対
応
す
る
相
続
税
の
納
税
が
猶

予
さ
れ
ま
す
。

納
税
猶
予
と
い
っ
て
も
、
五
年
間
雇

用
の
八
割
以
上
を
確
保
し
つ
つ
事
業
を

継
続
し
、
相
続
し
た
自
社
株
式
の
保
有

を
継
続
し
、
そ
の
後
も
保
有
し
続
け
れ

ば
、
最
終
的
に
納
税
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

経
済
産
業
省
の
資
料
で
は
、
図
表
２
の

よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

３
　
事
業
承
継
税
制
の
制
度
化
に
合
わ

せ
遺
産
取
得
課
税
方
式
へ
の
見
直
し

こ
れ
ま
で
の
特
例
措
置
に
は
、
現
行

の
法
定
相
続
分
課
税
方
式
の
下
、
事
業

の
後
継
者
以
外
の
相
続
人
の
税
負
担
も

軽
減
す
る
と
い
う
問
題
点
が
あ
る
ほ
か
、

あ
る
相
続
人
の
申
告
漏
れ
が
他
の
相
続

人
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
等
の
問
題
点
も

生
じ
て
い
ま
す
。
従
っ
て
、
こ
の
新
し

い
事
業
承
継
税
制
の
制
度
化
に
合
わ
せ

て
、
相
続
税
の
課
税
方
式
を
い
わ
ゆ
る

遺
産
取
得
課
税
方
式
に
改
め
る
こ
と
が

検
討
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
、
相
続
税

の
総
合
的
見
直
し
が
検
討
さ
れ
る
予
定

で
す
。
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図表2　「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」の概要 

 

後継者が相続又は遺贈により取得した自社株式の80%に対応する相続税の納税を猶予。 

被相続人 

○会社の代表者であること。 

○相続人と同族関係者で発行

済株式総数の50%超の株

式を保有かつ同族内で筆頭

株主となる場合。 

相続人（後継者） 

中小企業基本法の中小企業で

あること 

会社 

経済産業大臣 
によるチェック 

中小企業基本法における中小企業の定義 

製造業その他 

卸売業 

小売業 

サービス業 

3億円以下 

1億円以下 

300人以下 

100人以下 

50人以下 

100人以下 
5千万円以下 

資本金 従業員数 

○会社の代表者であったこと。 

○被相続人と同族関係者で発

行済株式総数の50%超の

株式を保有かつ同族内で筆

頭株主であった場合。 

又は 

株式の相続 

○5年間の事業継続。具体的には、 

・代表者であること 

・雇用の8割以上を維持 

・相続した対象株式の継続保有 

5年間 

○死亡の時まで保有し続けた場合

など一定の場合に、猶予税額の

納付を免除 
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亡
父
の
賃
貸
ア
パ
ー
ト
を
兄

弟
三
人
で
共
同
相
続
し
ま
し
た

が
、
現
在
、
遺
産
分
割
協
議
中
で
す
。

こ
の
不
動
産
か
ら
生
ず
る
所
得
は
、
ど

の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う

か
？

共
同
相
続
財
産
に
つ
い
て
未

分
割
で
あ
る
場
合
の
そ
の
相
続

財
産
は
、
各
共
同
相
続
人
の
共
有
に
属

す
る
も
の
と
さ
れ
ま
す
の
で
、
そ
の
相

続
財
産
か
ら
生
ず
る
所
得
は
、
各
共
同

相
続
人
に
、
そ
の
相
続
分
（
遺
言
に
よ

り
相
続
分
の
指
定
が
あ
る
と
き
は
指
定

相
続
分
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
法
定
相

続
分
）
に
応
じ
て
帰
属
す
る
も
の
と
解

さ
れ
ま
す
。

な
お
、
後
日
、
遺
産
分
割
さ
れ
た
場

合
で
も
、
過
去
の
申
告
を
訂
正
す
る
必

要
は
な
く
、
そ
の
分
割
の
日
以
後
に
生

じ
た
不
動
産
所
得
は
実
際
に
相
続
し
た

人
の
相
続
分
に
応
じ
て
申
告
す
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。

私は平成19年10月、死亡した父名
義の賃貸用不動産を相続により取得

しました。この不動産の相続登記をする際に
登録免許税、登記費用等を支払いましたが、
私の不動産所得の金額の計算上、必要経費に
算入することができますか。
また、贈与により業務用不動産を取得した

場合の不動産取得税はどのように取り扱われ
るのでしょうか。

相続等（平成17年１月１日以後開
始）により取得した業務用資産の登

録免許税（登記費用を含みます）、不動産取
得税等については、原則として必要経費に算
入することとされています。
また、贈与により不動産を取得した場合に

は、不動産取得税が課されますが、平成17
年１月１日以後の贈与については必要経費に
算入されます。

私は、平成20年４月に自己所有

の土地を不動産会社に譲渡する契約

を締結し、手付金として譲渡代金の

一部を受け取りました。また、平成21年１月

に所有権移転手続きを行い、引渡しをすると

ともに残代金を受け取る予定です。この譲渡

所得はどちらの年分の譲渡所得になるのでし

ょうか？

譲渡所得の収入計上時期は、原則

として、譲渡所得の基因となる資産

の引渡しがあった日の属する年分と

されています（「引渡基準」）。

また、「引渡しがあった日」とは、資産の譲

渡の当事者間で行われる当該資産に係る支配

の移転の事実に基づき判定しますが、原則と

して譲渡代金の決済を完了した日より後ろに

はなりません。

ただし、納税者の選択により当該資産の売

買契約締結日の属する年分の譲渡所得として

取り扱うことも認められています（「契約基

準」）。

したがってご質問の場合、原則として引渡

基準により平成21年分の譲渡所得として申告

することとなりますが、あなたが契約基準に

より平成20年分の譲渡所得として申告する場

合には、その申告も認められます。

なお、法人税における固定資産の譲渡に係

る収入計上時期は、前述の所得税と同様に引

渡基準が採られています。ただし、その固定

資産が土地等である場合において、その引渡

日がいつであるか明らかでないときは次の日

のいずれか早い日にその引渡しがあったもの

とすることができます。

１．代金の相当部分（概ね50％以上）を収受

するに至った日

２．所有権移転登記の申請等をした日

また、その固定資産が土地、建物等である

場合には、契約基準によることもできます。

固定資産の譲渡の時期
（引渡しの判定）

相続により取得した業務用
資産の登録免許税の取扱い問答

Q

A

未
分
割
遺
産
か
ら
生
ず
る
所
得
の
帰
属
者




